
長野市ＰＰＰ／ＰＦＩ手法
導入優先的検討方針

の策定について

総務部 行政管理課

平成29年３月28日 公共施設適正化検討委員会 資料３
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１. 優先的検討規程の策定要請と基準の改定

【平成27年12月17日 内閣府・総務省通知】 多様なPPP/PFI手法の拡大が必要

人口20万人以上の地方公共団体は、「多様なPPP/PFI手
法導入を優先的に検討するための指針（内閣府）」を踏ま
え、平成28年度末までに優先的検討規程を策定すること

要請

【策定の手引（H28.3内閣府）／地域の実情を踏まえ、次の項目が必要】
① 対象事業を明確に定めること
② ①の事業について、PPP/PFI手法の導入を優先的に検討すること を明記
③ 客観的な基準によりPPP/PFI手法導入の適否を評価すること
④ 評価の結果、PPP/PFI手法導入に適しないとした場合は、その評価内容を

公表すること

平成18年度に策定した「長野市PFI導入基準」 を全部改正

「長野市ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討方針」を策定

平成29年4月1日から適用
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H28年度末
で86.2％



２. 優先的検討の対象となる公共施設整備事業

【対象】

◆建築物、プラントの整備等
◆利用料金の徴収を行う公共施設整備事業 のうち

【対象外】

○ 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業
○ 民間の創意工夫の余地が限定的と考えられる道路、河川等の土木インフラ

整備事業等（有料道路等を除く）

【現行基準】
20億円超

かつ

概ね１億円超

なお、他自治体で実績のある事業や公の施設の管理については、事業費が
上記金額を下回っても、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の活用について検討を行うことができ
るものとする。

○事業費の総額が 10億円以上

又は

○維持管理・運営費等が単年度で１億円以上

対象

公共施設等の整備等にあたり、PPP/PFI手法の導入を優先的に検討すること
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4３. ＰＰＰ／ＰＦＩとは

ＰＰＰ（ Public Private Partnership）
公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の
創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るもの

ＰＦＩ（ Private Finance Initiative ）
PFI法に基づき、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力
及び技術的能力を活用して行う手法

公共施
設等の
整備等

（国の手引
で想定して
いる主な
手法）

公的不
動産の
利活用

設計・建設 維持管理・運営

BTO、BOT、BOO、RO方式

BT方式 公共施設等運営権事業、O方式

DBO方式、ESCO

民間建設借上方式 指定管理者制度、包括的民間委託

定期借地権方式、公共所有床の活用、占用許可等の公的空間の利活用



5４. ＰＰＰ／ＰＦＩの手法の例

１ 公共施設等の設計・建設・改修、維持管理・運営等を伴う方式

（１）ＰＦＩ手法

BTO方式
Build-Transfer-
Operate 

●民間事業者が公共施設等を設計・建設し、施設完成直後に公共側
に施設の所有権を移転し、民間事業者が維持管理・運営等を行う方
式。
●業務範囲に、設計・建設、維持管理・運営等を含むことが一般的。

BOT方式
Build-Operate-
Transfer 

●民間事業者が公共施設等を設計・建設し、維持管理・運営等を行
い、事業終了後に公共側に施設の所有権を移転する方式。
●業務範囲と契約はBTO方式と同じ。

BOO方式
Build-Own-
Operate 

●民間事業者が公共施設等を設計・建設し、維持管理・運営等を行
い、事業終了時点で施設等を解体・撤去するなど公共側への施設の
所有権移転がない方式。
●業務範囲と契約はBTO方式と同じ。

設計 建設 維持管理・運営

業務範囲 ○ ○ ○

契約形態 事業契約

民間の契約主体 特別目的会社（SPC）が多い



6４ -2. （つづき）

（２）ＰＦＩ以外の手法

DBO方式
Design-Build-
Operate 

●民間事業者に公共施設等の設計・建設の一括発注と、維持管理・
運営等の一括発注を包括して発注する方式。
●業務範囲に、設計・建設、維持管理・運営等を含むことが一般的。

設計 建設 維持管理・運営

業務範囲 ○ ○ ○

契約形態 工事請負契約 事業契約

民間の契約主体
建設会社又は

JV（設計会社と建設会社）
特別目的会社
（SPC）が多い

（１）ＰＦＩ手法（つづき）

BT方式
Build-Transfer 

●民間事業者が公共施設等を設計・建設し、公共側に施設の所有権
を移転する方式。
●業務範囲に、設計・建設を含むことが一般的。

RO方式
Rehabilitate-
Operate 

●既存の公共施設等の所有権を公共側が有したまま、民間事業者
が施設を改修し、改修後に維持管理・運営等を行う方式。
●業務範囲と契約はBTO方式と同じ。
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２ 公共施設等の維持管理、運営等を行う方式

４ -3. （つづき）

（２）ＰＦＩ以外の手法

（１）ＰＦＩ手法

公共施設等 運営
事業
（コンセッション）

●利用料金を収受する公共施設等について、公共側が施設の所有
権を有したまま、民間事業者が運営権を取得し、施設の維持管理、
運営等を行う方式。

O方式
Operate 

●民間事業者に公共施設等の維持管理・運営等を長期契約等によ
り一括発注や性能発注する方式。

指定管理者制度 ●地方公共団体が公の施設の維持管理・運営等を管理者として指定
した民間事業者に包括的に実施させる手法。

包括的民間委託 ●（国における主たる想定）公共施設等の維持管理・運営段階におけ
る複数業務・複数年度の性能発注による業務委託。

・空港、水道、下水道、道路、文教施設、公営住宅が重点分野として取り
組まれています。

・地方公共団体に限定され、対象施設は「公の施設」に限定されますが、
広く採用されています。

・維持管理・運営を長期間包括して性能発注により業務委託し最適な時
期・方法で補修等を行うことにより、維持管理費等の削減が期待される
施設（プラント等）で採用されています。



５. PFI手法の場合の事業全体の流れ

◆特定事業の選定

事業の提案

実施方針の策定及び公表

特定事業の評価・選定、公表

民間事業者の募集、評価・選定、公表

事業契約等の契約等

事業の実施

１
～
２
年 （民間事業者からの提案を含む）

・事業の提案
・簡易な検討（庁内での検討）
・詳細な検討（コンサル等）

・実施方針の策定
・実施方針の公表・説明会等

・特定事業の評価
・要求水準の公表・説明会等

◆民間事業者の募集及び選定等

１
～
２
年

◆PFI事業の実施

・公募、説明会等
・民間事業者選定、公表

・仮契約、本契約※議決
・事業契約等の公表

事業の終了

契
約
期
間

・事業の実施、監視（モニタリング）
・監視結果の公表

・土地等の明渡し等、事業契約等
で定めた措置

改正案で定める手続き

委託費
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公共施設マネジメント推進課

６． 推進体制と検討プロセスの概要

公共施設マネジメント推進課

財政課

◆推進体制

プロジェクト
チーム

事業担当課

必要に応じて
プロジェクトチーム

（関連部局）

【現行基準】

◆検討プロセスの概要

事業担当課 民間事業者協議 提案

対象となりうる事業の検討を開始 PFI法第６条第１項

プロジェクトチーム設置

① PPP/PFI手法導入の検討の開始

※PFI法第６条第２項
検討を加え、遅滞なく回答

対象外

検討対象外

（関連部署）

対象

建築課、契約課ほか
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事業担当課



② 適切なPPP/PFI手法の選択

③ 簡易な検討

④ 詳細な検討

⑤ PPP/PFI手法を導入

有利 不利
PPP/PFI不採用

左記以外

有利 不利
PPP/PFI不採用

公表

公表

事業実績に照らし、
採用手法の導入が
適切である場合

簡易な検討の計算表

※コンサル等へ委託

６ -2. （つづき）

庁議、会派説明

導入可能性調査費用の予算措置
民間事業者
から提案が
あった場合

③を省略して
④を実施可能
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庁議、会派説明



11７． 採用手法の選択（フローチャート）

施設の新設又は改修を伴うもの

設計及び建設（製造）と運営等を
一括して委託するもの

建設（製造）に民間資金を
活用するもの

①BTO、BOT、BOO、RO ②ＤＢＯ ③ＢＴ

④公共施設等運営権、O方式、指定管理者制度又
は包括的民間委託

（１）公共施設等運営権
・公共施設等の管理者等が公共施設等の所有権
を有している
・公共施設等が利用料金の徴収を行うものである

（２）O方式
・（１）に該当しない場合でも採用することができる。

（３）指定管理者制度
・公共施設等が地方自治法に基づく「公の施設」に
該当する場合に採用することができる。

（４）包括的民間委託
・公共施設等の維持管理又はこれに関する企画に
掲げる二以上の種類の業務について、民間事業
者に一括して委託する場合に採用することができ
る（下水道の包括的民間委託、水道の第三者委託
等）。

ＹＥＳ（あてはまる） ＮＯ（あてはまらない）

このフローチャートのほか、同種又は
類似の事例で採用されている手法が
参考となります。



12８． その他

２ PPP/PFI推進に資する支援

（１）内閣府

・優先的検討運営支援
・新規案件形成支援
・高度専門家による課題検討支援
・地域プラットフォーム形成支援事業
・PPP/PFI専門家派遣
・ワンストップ窓口

（２）国土交通省

・先導的官民連携支援事業

１ PPP/PFI手法導入優先的検討規程運用の手引

平成29年1月31日 内閣府 民間資金等活用事業推進室 策定
平成29年2月23日 PPP/PFI手法導入優先的検討規程運用の説明会

国の運用の手引きを参考に、優先的検討方針の運用を図る。
ＰＦＩ手法の導入については、ガイドラインを策定する。
地域プラットフォームの活用やサウンディング市場調査など「官民対話」の手法
を研究する。



９． 国の動向 ＜参考＞ ※内閣府 H29.2.7セミナー資料より13



14９ -2. （つづき） ※内閣府 H29.2.23説明会資料より



15９ -3. （つづき） ※内閣府 H29.2.23説明会資料より

国、地方公共団体の優先的検討規程の策定状況について （H28.9アンケート調査）


